
宇治田原町の教育委員会制度が変わりました！

宇治田原町教育委員会 （平成２７年１１月２６日からの新体制）

教 育 長 増田 千秋

教育委員 内田 一孝（教育長職務代理者） 田中 典夫

西川 真由美 山本 薫

新教育委員会制度

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。この

改正法は、政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地域住民の意向をも反映しながら、地

方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るととも

に、地方に対する国の関与の見直しを図ることを目的としています。

< 改正概要 >

●これまでの教育委員長（非

常勤）と教育長（常勤）を一本

化した新しい制度による教育

長が設置されました。

★町長が議会の同意を得

て、直接、教育長を任

命します。

★教育長は教育委員会を

代表します。

（教育行政における第一

義的な責任者が「教育

長」であることが明確

になりました ）。

★教育長の任期は３年と

なりました。

●「総合教育会議」が設置されました。

★町長と教育長及び教育委員で構成されます。

★町長が会議を開き、原則公開されます。

【７月１６日に第１回、１１月５日に第２回を開催しました 】。

★教育に関する施策、緊急時の協議・調整を行います。

●教育に関する「大綱」（教育の目標や施策の根本的な方針）を町長が定めます。
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宇治田原の小中一貫教育 ！

３校の小中学校が共通して義務教育９年間を見通した一貫性のある

教育を協働して進めていくため、平成25・26年度には宇治田原町小中

一貫教育推進協議会において、さまざまな課題等について協議いただ

きました。以下に、そのまとめと今後取組等につきましてお知らせい

たします。

< 協議のまとめ>

１ 育てたい「子ども像」の実現を図る義務教育９年間の小中一貫教育の目標及び方針

について

○ 子どもたちの学力充実・向上と生活の安定を図る。

「 」 、○ 子どもたちに進級への見通しと安心感を持たせ 小中ギャップ を適切なハードルとし

義務教育９年間をより充実した成長の期間にしていく。

○ 各小中学校の教職員の意識改革と指導力の向上を図る。

２ 小中一貫教育を行う学校運営及び組織体制について

本町の小中学校に、小中一貫教育を行う「○○学園」等という愛称を付けて、児童生徒の

帰属感・一体化意識や教職員の協働実践の推進意識を高める。

学校運営の共通化を図り教職員の組織体制を整理して、学習や諸行事等を系統的に行って

いく。

３ 小中一貫教育を行う教育課程及び教育活動について

９年間の成長を見通した系統的な学習指導を行う。具体的には、学習方法や規律の指導や

カリキュラムの作成、小学校６年生の中学校の教科授業や部活動の体験、小学校高学年から

の教科担任による授業の導入、小中学校教員合同の授業の研究と実践などを行っていく。

９年間の発達を見据えた継続性のある生徒指導と豊かで健やかな心身の育成を図る指導を

行う。具体的には、生活のきまりや校則の共通した指導、一人ひとりの子どもに寄り添う生

徒指導と継続的な教育相談活動、異学年同士の交流活動や児童会と生徒会の共同活動などを

行う。

４ 学校と地域・住民、保護者連携について

保護者と連携した家庭学習の充実、地域や保護者の皆様から成る社会人講師による学校へ

の指導支援や各種ボランティア活動の充実を図る。

今後、進める小中一貫教育

１ 小中一貫教育を行う組織体制を確立していきます

「○○学園」等の愛称をつけて取り組む学園構想の実現に向けて計画を立てていきます。

それぞれの教職員の役割をさらに明確にし、小・中学校の教職員が協働して小中一貫教育に

取り組める組織を確立し、学習指導や生徒指導等に取り組んでいきます。

２ 小中一貫教育を行う教育課程の編成と、教育活動のさらなる充実を進めていきます

９年間を見通したカリキュラムの作成とその実施、中学校教員による小学校での授業、小

学生の中学校の教科授業や部活動の体験等について、工夫し、充実していきます。

また、一人ひとりの子どもに焦点を当てた生徒指導、児童会と生徒会の共同活動等につい

てさらなる充実を図っていきます。

３ 保護者・地域と連携して教育を一層推進していきます

学校への指導支援や各種ボランティア活動等、保護者や地域の方々に学校を支えていただ

き、学校は学校公開や地域報告会等をとおして授業や行事の取組を地域の方々に伝え、育て

たい「子ども像」の実現を目指していきます。

平成２８年１月２１日（木）1 4 :0 0 ～平成２８年１月１６日（土）午前中

小・中学校の学校公開 小中一貫教育「地域報告会」

時間 ：田原小8:4 5 ～ 1 1 :2 0 宇治田原小8 :4 5 ～ 1 1 :2 5 時間 ：14 :0 0 ～ 1 5 :2 0

維孝館中8 :3 0 ～ 1 1 :2 5 場所 ：宇治田原町総合文化センター さざんかホール

両小学校の６年生と中学校２年生が、学習発表や

場所 ：田原小学校、宇治田原小学校、維孝館中学校

合唱を行います。各小・中学校がそれぞれの授業を公開します。


